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❷
氏
名
❸
生
年
月
日
❹
電
話
番
号
を

明
記
の
上
フ
ァ
ク
ス
で

場
問
腰
の
浜
会
館
（
火
・
日
曜
日
を

除
く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

533
―
５
２
６
１

533
―
５
２
６
２

子
育
て

５
月
は
児
童
福
祉
月
間

内
児
童
福
祉
の
理
念
の
普
及
・
啓
発

や
児
童
福
祉
施
設
の
訪
問
な
ど
を
通

し
て
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境

の
課
題
の
把
握
を
行
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
健
や
か
に
成
長
で
き
る
社

会
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
？

問
こ
ど
も
家
庭
課

525
―
３
７
８
０

親
子
ふ
れ
あ
い
広
場

第
１
回
親
子
ふ
れ
あ
い

か
ら
だ
あ
そ
び 

無
料

時
６
月
10
日
㈯
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
東
部
体
育
館

内
親
子
で
楽
し
む
リ
ズ
ム
遊
び
、体
操

講
ダ
ン
ス
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
Ｋ
マ
ニ

フ
ィ
ッ
ク
の
宗む

な
か
た像
沙さ

え枝
さ
ん

対
１
歳
６
カ
月
か
ら
３
歳
く
ら
い
ま

で
の
幼
児
と
保
護
者

定
30
組
（
先
着
順
）

持
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
、
フ
ェ
イ
ス
タ

オ
ル
、
飲
み
物

申
５
月
22
日
㈪
午
前
９
時
か
ら
電
話
で

問
こ
ど
も
政
策
課

525
―
３
７
６
７

健
　
　
康

５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー

内
た
ば
こ
は
吸
っ
て
い
る
本
人
だ
け

で
な
く
、
周
り
に
い
る
人
に
も
健
康

被
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の

機
会
に
、禁
煙
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
保
健
所
健
康
推
進
課

597
―
８
６
１
６

市
民
検
診（
が
ん
検
診
な
ど
）

時
６
月
１
日
～
10
月
31
日
（
子
宮
頸

が
ん
・
乳
が
ん
検
診
は
12
月
31
日
㈰

ま
で
）　

受
診
券
の
申
し
込
み
／
５
月
25
日
㈭

か
ら
電
話
か
市
HP
内
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
で

次
の
方
に
は
受
診
券
を
送
付
し
ま
す

の
で
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

❶
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
40
歳
以

上
の
方
❷
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

入
者
❸
生
活
保
護
受
給
者
で
40
歳
以

上
の
方
❹
令
和
３
年
４
年
に
市
の
が

ん
検
診
を
受
診
さ
れ
た
方
❺
年
度
内

20
～
36
歳
の
４
歳
毎
の
女
性
❻
年
度

内
40
～
70
歳
の
５
歳
毎
の
男
性
女
性

❼
令
和
４
年
４
月
20
日
以
降
に
本
市

に
転
入
さ
れ
た
20
歳
以
上
の
女
性

※
年
齢
は
全
て
年
度
内
年
齢
。

※
詳
し
く
は
市
政
だ
よ
り
６
月
号
の

折
り
込
み
「
市
民
検
診
の
お
知
ら

せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

持
市
民
検
診
受
診
券

申
実
施
医
療
機
関
に
直
接

問
保
健
所
保
健
予
防
課

525
―
７
６
８
０

各記事に掲載のQRコードから、申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。

国
保
・
年
金

後
期
高
齢

学
生
納
付
特
例
制
度
で

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す

内
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い

学
生
の
方
は
、
納
付
特
例
制
度
が
利

用
で
き
ま
す
。
保
険
料
の
未
納
や
申

請
が
遅
れ
る
と
、
病
気
や
け
が
に
よ

る
障
害
年
金
を
受
け
取
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
期
間
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

持
❶
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
も
の

ま
た
は
年
金
手
帳
・
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
❷
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）
❸
学
生
証
の
写
し
ま
た

は
在
学
証
明
書
の
原
本
❹
代
理
人
申

請
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

申
国
保
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出

張
所
の
窓
口
で

問
国
保
年
金
課

525
―
３
７
３
８

東
北
福
島
年
金
事
務
所

535
―
０
１
４
１
（
音
声
案
内
）

75
歳
の
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
に
な
り
ま
す

内
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
、
そ
れ
ま

で
加
入
し
て
い
た
社
会
保
険
や
国
民

健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
、
新
た

に
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
加

入
し
ま
す
。
誕
生
日
の
前
月
に
「
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
病
院
で
受
診
す
る

際
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
保
険
料

は
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
が
原
則
で

す
が
、
加
入
し
た
年
度
は
納
付
書
を

郵
送
し
ま
す
の
で
、
お
近
く
の
金
融

機
関
な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
社
会
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
た
方
の
扶
養
と

な
っ
て
い
た
方
は
、
他
の
ご
家
族
の

社
会
保
険
の
扶
養
に
入
る
か
、
国
民

健
康
保
険
な
ど
、
ご
自
身
で
新
た
な

保
険
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

問
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る

こ
と
／

525
―
３
７
２
４

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
こ
と
／

525
―
３
７
３
５税

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）全
期

納
期
限
は
５
月
31
日
㈬

内
市
税
等
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が

お
勧
め
で
す
。
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

問
納
税
課

525
―
３
７
１
７

家
屋
の
現
地
確
認
調
査

時
令
和
５
年
５
月
下
旬
～
令
和
６
年

１
月
下
旬　

内
固
定
資
産
税
の
適
正
な
課
税
の
た

め
、
課
税
対
象
と
な
る
家
屋
か
ど
う

か
を
現
地
調
査
し
ま
す
。
市
が
発
行

す
る
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
た
委
託

業
者
が
、
敷
地
内
へ
立
ち
入
ら
ず
に

周
辺
か
ら
の
外
観
調
査
に
よ
り
行
い

ま
す
。
記
録
の
た
め
写
真
を
撮
影
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
資
産
税
課

525
―
３
７
１
６

令
和
５
年
度
所
得
関
係

証
明
書
の
交
付
開
始

●
市
・
県
民
税
を
給
与
か
ら
差
し
引

き
さ
れ
て
い
る
方
（
特
別
徴
収
）：

５
月
15
日
㈪
交
付
開
始
予
定

●
右
記
以
外
の
方
（
普
通
徴
収
・
年

金
特
別
徴
収
）：
６
月
15
日
㈭
交
付

開
始
予
定

※
所
得
関
係
の
証
明
書
は
、
そ
の
年

の
１
月
１
日
に
住
民
登
録
の
あ
る
市

区
町
村
で
交
付
し
ま
す
。

問
市
民
税
課

525
―
３
７
１
３

福
　
　
祉

山
野
草
を
学
ぶ
教
室

時
５
月
26
日
、６
月
23
日
、７
月
28
日

（
全
３
回
）午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

講
羽は

ね
だ
み
の
る

田
稔
さ
ん　

対
市
内
在
住
の
障
が
い
の
あ
る
方

（
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方
）　

定
15
人（
先
着
順
）

料
500
円

申
５
月
６
～
19
日
に
電
話
か
❶
住
所

❷
氏
名
❸
生
年
月
日
❹
電
話
番
号 

❺
障
が
い
種
別
を
明
記
の
上
フ
ァ
ク

ス
で

問
腰
の
浜
会
館
（
火
・
日
曜
日
を
除

く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

533
―
５
２
６
１

533
―
５
２
６
２

音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
習
会

時
６
月
１
日
～
７
月
６
日
（
毎
週
木

曜
日
全
６
回
）
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

内
視
覚
障
が
い
者
に
音
声
で
情
報
を

正
確
に
伝
え
る
音
訳
の
技
術
を
学
ぶ

講
に
じ
の
会　
対
市
内
在
住
の
方

定
15
人
（
先
着
順
）　
料
500
円

申
５
月
６
～
26
日
に
電
話
か
❶
住
所

❷
氏
名
❸
生
年
月
日
❹
電
話
番
号
を

明
記
の
上
フ
ァ
ク
ス
で

場 

問
腰
の
浜
会
館
（
火
・
日
曜
日

を
除
く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

533
―
５
２
６
１

533
―
５
２
６
２

陶
芸
教
室
（
全
15
回
）

時
６
～
10
月
（
午
後
開
催
）

説
明
会
／
６
月
６
日
㈫
午
前
10
時

対
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方

定
10
人（
申
込
者
多
数
の
場
合
抽
選
）

料
８
５
０
０
円

申
６
月
１
～
６
日
に
電
話
か
来
館
で

場 

問
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

545
―
４
５
１
１

点
字
学
習
指
導
員
講
習
会

時
６
月
７
日
～
７
月
12
日
（
毎
週
水

曜
日
全
６
回
）
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

内
点
字
学
習
を
希
望
す
る
視
覚
障
が

い
者
に
対
し
、
点
字
指
導
を
行
う
た

め
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
学
ぶ

講
に
じ
の
会　
対
市
内
在
住
で
点
訳

の
実
務
経
験
が
あ
る
方　

定
15
人

（
先
着
順
）　
料
500
円

申
５
月
６
～
26
日
に
電
話
か
❶
住
所

１
歳
６
カ
月
児

実施日 生年月日

 ９日㈫ 令和３年
７月11日～７月15日

12日㈮ ７月16日～７月20日
17日㈬ ７月21日～７月26日
22日㈪ ７月27日～８月 １日
25日㈭ ８月 ２日～８月 ７日
30日㈫ ８月 ８日～８月11日

３
歳
児

実施日 生年月日

10日㈬ 令和元年
６月26日～６月29日

16日㈫ ６月30日～７月 ３日
19日㈮ ７月 ４日～７月 ８日
24日㈬ ７月 ９日～７月15日
29日㈪ ７月16日～７月22日

＜４カ月児健康診査＞
　個別健診で実施していますので「すこやか手帳」をご覧になり、登録医療機関に予約の上、受診
してください。
　転入の方、診査票を紛失した方は、登録医療機関またはこども家庭課へお問い合わせください。
　ブックスタート事業については、市立図書館（ 531−6551）へお問い合わせください。
＜10カ月児健康診査＞
　個別健診で実施していますので「すこやか手帳」をご覧になり、登録医療機関に予約の上、受診
してください。診査票の有効期間は、１歳の誕生日前日までです。転入の方、診査票を紛失した
方は、登録医療機関またはこども家庭課へお問い合わせください。
＜１歳６カ月児健康診査・３歳児健康診査＞
　個別に通知をしています。内容などをご確認の上、お越しください。
令和５年５月実施分　受付時間：午後１時～１時20分

※手話通訳が必要な方はご連絡ください。
※東日本大震災で被災し、本市に避難している乳幼児は、本市が実施する乳幼児健診を受けることができます。
　事前にお申し込みください。

児童扶養手当は、児童扶養手当は、
５月11日㈭に５月11日㈭に
振り込みます振り込みます

問こども政策課
　 572−7103

ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
事業説明会事業説明会　　無料

時５月11日㈭
　午前10時から
時市民会館
内子育ての援助を受けたい
方と行いたい方の募集と、
病児病後児預かりの事業説明
※託児あり（事前予約制）。
申電話で
問市ファミリーサポート
　センター
　 526−0612


